
ワ
タ

ワ
タ
ナ
ベ
ヨ
イ
チ
ロ
ウ

渡
漫
奥
市
部

父
隙
掛

土
佐
守
は
以
阻
努
舶
に
仕
へ
、
大
級
に
於
い
て
討
出
向

し
た
。
良
市
郎
即
ち
民
を
臨
め
、
前
川
利
市
に
仕
へ

て
七
百
石
を
受
け
た
。
子
孫
相
酬
嗣
い
で
務
に
刊
へ
る
。

ワ
タ
ナ
ベ
リ
ツ

渡
路
一議

泊
桝
吉
次
郎
・吉
郎
・

兵
太
夫
。
初
祢
附
、
字
は
純
夫
、
脱
付
文
堂
。
足
柄

小
則
被
援
兵
太
夫
信
の
子
。
初
め
林
瓜
に
尽
び
、
見

放
四
年
同
干
校
訓
叫
師
を
命
ぜ
ら
れ
、
沢
年
九
月
定
番
御

歩
に
任
じ
、
職
三
Jt
山
山
そ
没
け
、
次
い
で
江
戸
の
刑期

滋
に
入
り
、
平
和
元
勾
附
郷
、
二
年
仰
十
山
山
な
加

へ
、

文
政
元
年
新
呑
組
に
列
し
、
七
年
九
泊
新
知
刊
行
や
山

陽
う
て
御
刊
加
者
と
な
0
、
天
保
九
年
ご
月
阿
川
に
斑

し
て
役
料
刊
布
を
受
け
、
郡
部
を
命
ぜ
ら
れ
て
蔽
況

十
}仰
を
附
さ
れ
た
。
J
t
作
三
月
誕
に
物
一則前
に
政
み
、

役
料
百
抗
J1
}引
を
受
け
、
明
倫
欽
有

σ衆
終
武
航
行

問
勺
に
任
じ
、
続
候
の
侍
胡
耐
を
粂
ね
、
弘
化
三
年
十
月

限
目
し
て
二
十
人
扶
持
を
協
は
り
、
名
作
〕
三
休
と
附

め
、
ぷ
永
四
年
九
且
四
日
夜
し
た
。
平
年
七
十
四。

ワ
h
F
ナ
ベ
リ
ュ
ウ

渡
溢
隆
刑
羽
咋
郡
日
出
の
閉
山
o

mは
元
徹

・
陥
。
恒
以
と
鋭
L
、
前
世
間
の
文
人
m
同党

普
く
し
、
明
治
廿
六
年
八
且
六
十

了
ぽ
で
回
以
し
た
。

ワ
ダ
ブ
ン
ジ
ロ
ウ
和
国
交
次
郎

総
は
何
軒
、

ワ
タ
ナ
ベ
マ
サ
h
F
ケ

渡
漫
正
武

辺
都
Mm
桜
・左

兵
衛
。
元
隊
十
年
組
父
際
左
衛
門
の
也
知
三
両
石
を

州出ぎ
、
表
小
将
よ
b
肱
川
崎
に
料
じ
、
H
T
保
九
年
二
百

石
を

m
L、
十

一
年
御
持
弓
一山
に
来
。
、
十
六
年
九

且品
川
五
日
五
十
二
叫
闘
を
り
て
現
し
た
。

ワ
hm
ナ
ベ
マ
ン

渡
溢
滞
初
め
定
論
例
。
か
と
な

り
、
見
政
十
二
年
務
口
火
山
の
沼
知
七」
J
.む

を
受
付
て

新
番
に
列
し
、
文
政
九
年
三
十
石
を
加
へ
て
組
外
に

准
み
、
御
源
地
方
御
用
加
入

・
去
例
納
戸
務
行
と
な

っ
て
十

一
年
六
J
1
三
政
む
奴
。
子
係
刷
剛
嗣
い
で
部
に

付
へ
る
。

所
居
を
理
心
欽
と
い
う
た
。
郡
家
談
水
七
代
の
孫
で
、

医
惚
元
年
三
月
金
抑
制
門
前
向
に
生
ま
れ
、
官
四
援

問

hMmの
m
m伎
と
し
て
東
京
砲
門
mv校
に
向
日
び
、

後
郭
ら
加
能
ニ
同
の
民
誌
研
究
の
こ
と
に
従
ひ
、
各

州仰誌
・金
持
市
史
・臥
惜
の
光
・行
密
葬
録
・加
到
能
突

拍
旧
工
誌
作
家
名
鑑
等
多
数
の
由
を
出
し
、
叉
加
越
能

由民
談
合
中
日
起
し
て
そ
の
波
股
に
拠
出
力
し
た
。
昭
和
五

年
間

H
八
四
制
限
、
平
年
六
J
1
4

ハ
。
法
諮
問
H
闘
野
文
淵

f
f
i
r
D
 

ρι
ド
む
伽
十
円

u
ι
e寸
J

ワ
ダ
ホ
ウ
ジ
ユ
ウ

和
国
法
佳

江
沼
都
市
郷
田
叫

宗
孫
振
深
川
地
寺
の
抽
出
。
郭
信
応
と
腕
し
た
。
才
師耐
努

同盟
、
民
〈
布
殺
に
従
都
し、

明
治
五
年
十
且
引
五
日

七
十
五
肢
を
以
て
寂
。

ワ
ダ
ボ
ウ
ズ

和

因

坊
主

加
給
闘
拐
犯
に
、
永

正
三
年
加
到
の

一
僚
が
越
前
に
侵
入
し
た
時
、
越
前

和
川
の
木
公
寺
は
之
を
助
け
た
が
、
敗
朗
し
て
共
に

加
利
一
に
逃
れ
た
と
い
ひ
、
文
弘
治
元
年
朝
合
宗
術
加

制
MmMω
絡
に
、

一
佼
方
の
大
手
は
石
川
勢
和
制
・

熊
木
と
あ
る
。
越
管
到
三
州
芯
に
、
和
制
坊
主
は
木

俊
寺
で
、
そ
の
末
能
m
古川
小
松
木
公
寺
と
も
、
又
は

魁
前
副
到
の
本
刊
凶
器
u

と
も
い
ふ
と
杷
す
る
。

ワ
ダ

マ
サ
カ
ツ

和
田
正
勝

沼
務
久
太
郎

・
兵

左
衛
門
。
初
前
日
投
氏
。
苧
保
八
年
父
似
八
郎
の
治
知

百
川
十
行
そ
刑
判
ぎ
、
九
年
衣
小
仰
と
な
り
、
元
文
五

日叫
白沢
Jt
石
を
加
へ
、
は
保
二
年
前
川
世
間
氏
附
御
小
将

航
円
よ
り
な
刷
版
を
綬
、
安
永
四
年
六
且
十
九
日
七
十

七
磁
を

U
て
回
目
し
た
。

ワ
ダ
マ
サ
h
F

ツ

和
田
正
辰

泊
附
柄
小
右
術
門
0

0
1
小
布
術
門
の
験
六
百
石
を
川
辺
ぎ
、後
百
石
を
加
へ

、

そ
の
肢
は
大
小
料
杭
目

・
定
番
御
番
煩
か
ら
漸
〈
准

ん
で
御
山
内
旭
町
と
な
り
、
御
門
叫
用
必
務
行
に
任
ぜ
ら

れ
た
が
、
元
称
九
年
俄
簡
の
際
そ
の
出
国
位
拡
を
得
ざ

る
を
以
て
腕
を
犯
ぜ
ら
れ
、
正
徳
四
年
波
。

ワ
・タ
ヤ
ゴ
セ
ン

綿
屋
後
川

小
寺
氏
。
泌
都
市

郎
右
衛
門
。
矢
布
凶
の
後
を
受
け
て
百
州
時
間
又
は
務

仰
舎
と
務
L
、
党
政
十
二
年
十
二
且
恕
し
た
。
そ
の

一
新
に
梅
の
草
舷
.か
あ
り
、
閉
担
後
の
句
集
に
と
し
の
う

ち
及
び
文
化
十
二
札
‘J
l
七
問
思
に
先
だ
ち
て
組
ん
だ

後
の
と
も
し
が
あ
る
。
闘
に
い
ふ
。
後
川
の
死
去
を

詑
政
十
一

日
叩
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
僻
批
の

句
が

『
と
し
の
内
の
容
に
も
あ
は
ぬ
命
か
な
』
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
十
二
年
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

十

一
年
の
市
容
は
正
且
元
日
、
十
二
年
は
疋
且
十
二
日

ワ
ダ
モ
ト
ヒ
デ
和
国
元
秀

辺
都
甚
十
郎
。
点

事
四
年
三
且
十
九
日
山
県
附
御
歩
杭
日
か
ら
斡
じ
て
、

御
訪
中
ム
聞
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
平
保
年
間
知
行
を
除

き
、
先
般
の
申
立
十
僚
を
賜
は
っ
て
誼
惑
を
命
ぜ
ら

れ
、
定
番
御
歩
に
加
へ
ら
れ
た
。
御
お
用
者
利

m耕

抑
制
の
組
で
あ
る
。

ワ
ダ
モ
ロ
エ
モ
ン

和
国
務
右
衛
門

医
長
入
年

前
凹
利
治
に
仕
へ
て
有
五
十
行
を
受
け
、
見
永
九
年

波
し
た。

子
孫
相
綴
い
だ
が
、嫡
系
は
六
代
富
太
夫
、

冗
政
四
年
自
殺
仕
的
に
よ
っ
て
知
行
キ
一
筏
脱
さ
れ
た

後
断
絶
し
た
。

ワ
h
F
ヤ
キ
イ
ン

線
屋
希
因

金
持
の
例
入
。
倒

給
川
田
系
に
『
希
凶
加
白
人
利
岡
氏
』
と
あ
る
が
、
和

m民
と
い
ふ
の
は
的
制
度
を
絞
っ
た
も
の
で
、
山
は
大

越
氏
の
出
で
あ
り
、
小
寺
氏
を
も
恥
し
た
の
で
あ
ら

う
。
迎
務
彦
右
衛
門
。
酒
造
と
銭
商
政
を
裂
と
し
た
。

初
鋭
を
紀
凶

・
幾
凶
又
は
巾
石
子
と
い
ひ
、
即
応
は

初
め
一
点
鶴
間
、
後
に
お
柳
舎
と
脱
し
た
。
側
簡
を
北

校
に
製
び
、
次
い
で
支
考
に
従
ひ
、
誕
に
乙
同
門
下

の
高
足
と
な
っ
た
。
冗
延
=
一
年
七
且
十

一
日
夜
、
苧

年
以
十
一
文
は
rA
十
四
。
特
-桁
仰
と
訟
せ
ら
れ
た
。

そ
の
句
集
を
界
倒
集
と
い
ひ
、
明
和
三
年
間
珂
後
川
に

よ
っ
て
畑
山
ぜ
ら
れ
た
。

九
ワ
タ
リ
グ
ロ

渡
利
恩
…
前
川
利
H
H
来
間
的
名
山
内
。

も
と
如
左
衛
門
官
努
治
の
家
問
渡
利
八
右
衛
門
な
る

庁
H
の
所
有
で
、
長
は
四
す
俗
、
毛
色
は
認
担
で
あ
っ

及
び
十
二
月
サ
二
日
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ワ
究
ヤ
ホ
テ
ケ
イ

錦
屋
北
萱
一
金
仰
の
例
入
。

後
川
の
子
。
百
偽
附
を
織
防
L
、
X
烏
烈
烈
ど
も
山
町
内

m
M
と
も
慨
し
、
文
化
三
年
に
は
北
凶
巡
杖
記
を
郭
し

た
。
但
L
巡
杖
記
に
は
抱
強
に
作
っ
て
ゐ
る
。

ワ
ダ
ヤ
マ

和
田
山

臥
奈
川
和
則
の
溜
訴
南
方

の
山
。
前
さ
一
四
六
米
。
地
到
第
三
紀
目
問
。

ワ
ダ
ヤ
マ
ジ
ヨ
ウ

和
田
山
披

能
架
似
和
川
に

在
っ
た
。
魁
資
自
三
州
志
依
雑
考
に
、
一
設
に
一

向

一
伎
の
昨
和
川
坊
主
こ
の
院
を
築
〈
と
い
ふ
。
平
総

凶
年
初
れ
宗
捕
れ
賊
を
対
っ
て
一
一
一鉄
山
に
似
る
と
い

れ

V

、
天
正
八
年
柴
川
勝
家
が
安
升
右
近
を
三
金
山
に

む
〈
と
い
ふ
も
、
前
び
に
こ
の
利
山
山
の
こ
と
で
あ

る
と
杷
「
ろ
。
=
一
治
山
と
和
川
と
は
制
隣
同
悼
す
る
。

ワ
ダ
ヤ
マ
ジ
ヨ
ウ

和

田
山
城

河
北
川
に
あ
っ

た
。
越
鷲
引
三
州
芯
故
櫨
考
に
、
日
川
村
と
出
口
附
一
杓

と
の
朝
間
堺
に
あ
っ
て
、
賊
将
山
川
左
近
の
問
た
開
聞
で

あ
る
と
肥
す
る
。

ワ
h
F
ヤ
マ
ヒ
デ
ツ
ナ

渡
山
秀
綱

迎
椴
兵
衛
次

郎
。
こ
の
人
伝
付
諸
世
に
見
え
ぬ
が
、
年
不
詳
六
月

十
H
努
細
か
ら
金
問
御
切
の
的
行
作
坂
仙
川
白
人
泊
に

宛
て
た
消
息
に
、『
仰
従
杉
浦
覧
岐
法
的
之
一
札
令
披

閥
、
剖
不
移
時
円
州
内
へ
巾
関
候
。
』
と
あ
る
か
ら
、

一
却
の
附
一川
た
る
地
付
に
問
た
の
で
あ
ら
う
。
今
河

北
抑
川
村
に
小
字
桜
山
が
あ
っ
て
、
地
方
人
は
之
J
Y

御
利
活
械
と
い
」
か
ら
、
戎
付
努
綱
の
似
っ
た
問
問
勺

あ
ら
う
か
と
い
ふ
。

ワ
h
H
リ

渡

白

山

々
申
に
で
相
け
に
添
ふ
山
泊
中
.

hv
ヴ
キ

い
ふ
。
龍
谷
渡
・三
日
H
A
渡
・岨
一
山
水
神
山
な
ど
皆
廷
で

あ
る
。

一七


